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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 
長期滞在ビザを保有する特定の外国人に対する税制優遇措置の提供 

2022 年 5 月 21 日に発行されたタイ国勅令第 743 号により、長期滞在ビザ（以
下「LTR ビザ」）を取得した特定の外国人に対し、下記の税制上の優遇措置が
設けられています。 

• LTR ビザを持つ専門技能を保有する外国人が、競争力強化法、投資促進
法、又は東部経済回廊規則に従って対象事業を行う企業又は法人に勤務し
て稼得した給与所得に対する個人所得税率及び源泉徴収税率を、法定累進
税率の最高 35%から一律 17%に減率されます。 

• 「富裕国」 出身の外国人、退職した外国人、タイからリモートで働くこ
とを希望し LTR ビザを取得した外国人に対し、外国で行われた仕事や事業
及び外国にある資産から前会計年度に稼得した所得がその会計年度以降に
タイに持ち込まれた場合に、個人所得税の免除措置が適用されます。 

また、外国人が所得税のこの優遇措置を受けるためには、タイ歳入局長官が規
定する規則、基準及び条件等を遵守しなければなりません。 

 

デジタル資産取引所を通じた特定の譲渡に対する VAT免除措置 

2022 年 5 月 21 日に発行されたタイ国勅令第 744 号に基づき、2022 年 4 月 1 日
から 2023 年 12 月 31 日までに、タイ国内法に基づきライセンスを受け、デジ
タル資産取引所を通じて取引された暗号通貨又はデジタルトークンの譲渡に対
する VAT が免除されることになりました。この VAT 免除の目的は、規制された
デジタル資産取引所を通じたデジタル資産取引を奨励し、デジタル資産取引の
効果的な監督を強化することにあります。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-june-2022-en.pdf
https://www2.deloitte.com/th/en.html


 

タイ中央銀行が発行するデジタル通貨の譲渡に対する VAT免除措置 

2022 年 5 月 21 日に発行されたタイ国勅令第 745 号に基づき、タイ中央銀行が
中央銀行デジタル通貨（Central Bank Digital Currency ：以下「CBDC」）研究プロ
ジェクトで発行した CBDC を小売用途で譲渡する場合の VAT 免除恩典が規定さ
れました。この VAT 免除は、デジタル経済の発展を促進し、将来の安全な金融
イノベーションを支援するため、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで
に行われる取引に適用されます。 

 

電子書籍事業者の VAT登録申請 

2022 年 5 月 21 日に発行されたタイ国勅令（No.746）は、タイ国税法典第 81/3

条 3 項に基づき制定された従来の勅令（No.241 of 1991）を改正し、インターネ
ットを通じて新聞、雑誌、教科書を電子形式で提供する事業を行うサービス提
供者（電子書籍事業者）が VAT 登録を申請できることが規定されました。この
改正は、2022 年 5 月 25 日（政府官報に勅令が公布された日の翌日）から適用
されます。 

タイ国税法典第 81/3 条に基づき、VAT 免税事業者（電子書籍事業者について
は、タイ国税法典第 81(1)(Nor)条に基づき免税措置が適用されます）に対し
て、タイ歳入局長に届け出ることにより、自主的に VAT 登録及び VAT の支払を
申請することが認められています。この改正の目的は、物理的な形式の新聞、
雑誌及び教科書等の販売者に適用される VAT制度（既に VAT 登録と VAT 支払の
対象となっていた）と、新聞、雑誌及び教科書等を電子形式で提供するサービ
ス提供者に適用される制度の両方に対して、同等の取扱いを提供することで
す。 

 

特定の政府補助金に対する法人税免除措置の適用 

2022 年 5 月 21 日に発行されたタイ国勅令第 747 号に基づき、特定の政府補助
金支払に対する法人所得税の免除措置が規定されました。 

この勅令は、1990 年社会保障法第 33 条（改正）に基づく雇用者・保険者補償
プログラムに基づいて得られる補助金のうち、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の大蔓延に対応するためにタイ政府が最大厳格管理区域内で実施
された都市封鎖措置により影響を受けた企業又は法人組合に対して支払われる
ものに関する法人所得税の免除措置を規定しています。 

また、この勅令は、中小企業雇用支援制度に基づく補助金について、補助金を
受け取る適格企業又は法人組合が、補助金の額に関連して発生した費用を法人
税の計算に含めてはならないことを条件に、法人税を免除することを定めてい
ます。 

上記の免税措置は、補助金が交付された時期と同じ会計期間内に申請されなけ
ればなりません。 

 

金融機関開発ファンドへの特定事業税免税措置の付与 

2022 年 5 月 21 日に発行されたタイ国勅令第 748 号は、タイ歳入法 91/3(7)に基
づき制定された従来の 1991 の勅令第 240 を改定し、タイ中央銀行法に基づい
て設立された金融機関開発ファンドの業務に対する特定事業税の免除を規定す



るものです。この特定事業税免除の目的は、タイの金融機関システムの発展と
改善に有益な金融機関開発ファンドの運営を支援することです。この免税措置
は、2022 年 5 月 25 日（官報に勅令が公布された日の翌日）から適用されま
す。 
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